
乗務記録簿 20  年  月分（保管期限：1年間）※上記と同様の内容は“〃”にて記載 

各
種
状
況
＼
日
付 

    

出
船
時
間 

帰
港
時
間 

出
港
・
帰
港
港 

船
長
名 

業
務
主
任
者
名 

遊
漁
船
名 

利
用
者
の
数 

気
象
・
海
象
状
況 

案
内
漁
場
の
位
置 

釣

た
主
な
魚
種 

特
記
事
項

裏
有

 

通常   竹岡港 川島誠一 川島誠一 第二豊国丸 人     

１日            

２日            

３日            

４日            

５日            

６日            

７日            

８日            

９日            

10日            

11日            

12日            

13日            

14日            

15日            

16日            

17日            

18日            

19日            

20日            

21日            

22日            

23日            

24日            

25日            

26日            

27日            

28日            

29日            

30日            

31日            

※特記事項は記載項目があれば、裏面にも記載 



乗務記録簿（特記事項）  20  年  月分（保管期限：1年間） ※特記あれば記載 

各
種
状
況
＼
日
付 

特記事項 

重
大
な
事
故
又
は
海

難
そ
の
他
の
異
常
の

事
態
が
発
生
し
た
場

合
に
は

そ
の
概
要
及

び

原

因

※ 

気
象
若
し
く
は
海
象

等
の
状
況
が
悪
化
し

た
場
合
又
は
海
難
そ

の
他
の
異
常
の
事
態

が
発
生
し
た
場
合
に

は

連
絡
責
任
者
に
連

絡
し
た
旨
及
び
内
容 

遊
漁
船
業
者
に
対
し

出
航
判
断
に
関
す
る

意
見

利
用
者
の
安
全

の
確
保
及
び
利
益
の

保
護
並
び
に
漁
場
の

安
定
的
な
利
用
関
係

の
確
保
に
関
す
る
意

見
を
し
た
場
合
に
は

そ

の

旨

及

び

内

容 

１日    

２日    

３日    

４日    

５日    

６日    

７日    

８日    

９日    

10日    

11日    

12日    

13日    

14日    

15日    

16日    

17日    

18日    

19日    

20日    

21日    

22日    

23日    

24日    

25日    

26日    

27日    

28日    

29日    

30日    

31日    

※法第19条に基づき都道府県知事に報告する重大事故に加え、重大事故ではない事故等（海難その他の異常の事態）についても、

乗務記録には記載し、日頃の安全管理に活用します。 


